
ビジネス・ブレークスルー大学大学院（専門職大学院）学則

第 １ 章　総則

（目的）

第 １ 条　ビジネス・ブレークスルー大学大学院（専門職大学院）（以下「本大学院」という。）は、本大学の

建学の精神にのっとり、実践的な教育をオンラインを通じておこない、自由闊達で開拓者精神と高い倫理観を

備えた知的探求活動を絶え間なく継続することによって常に世界水準の革新的な知の創造を実現する。知の創

造とその継承を通じて、高度な専門能力を修得し、世界で活躍できる指導者たる資質を備えた、自ら考え、判

断し、自分の責任のもと行動することのできる、世界社会に貢献する人格を養成することを目的とする。

（自己点検・評価等）

第 ２ 条　本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、本大

学院における教育研究活動の状況について、自ら点検及び評価（以下「自己点検・評価等」という。）を行

い、その結果を公表するものとする。

２　自己点検・評価等に関する事項は、ビジネス・ブレークスルー大学自己点検・評価委員会規程に定める。

第 ２ 章　研究科の組織と定員

（課程）

第 ３ 条　本大学院の課程は、専門職学位課程とする。

（専門職学位課程の専攻）

第 ４ 条　専門職学位課程に次の研究科・専攻を置く。

　　　経営学研究科 　経営管理専攻

２　経営学研究科においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期

において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

３　専門職学位課程の教育研究上の理念は、以下の通りとする。

　本大学院は、世界中の研究者、経営者、実務家との交流を通じて、ビジネスのアイデアや発想、意見の交換を

活性 化することのできる21世紀のグローバリズムに相応しい知的共通基盤（プラットフォーム）としての機能

をもち、世界水準の革新的な知の創造の実現とその普及に努め、常に世界に開かれたプロフェッショナル・スク

ールとして、世界社会に貢献することのできる職業人・起業家を養成することを目的とする。

（入学定員及び収容定員）

第 ５ 条　経営学研究科の入学定員及び収容定員は、次の表のとおりとする。

１　2016年3月までは以下の入学定員および収容定員とする。　

研究科 入学定員 収容定員

 経営学研究科合計 200人 400人

 　　　経営管理専攻 160人 320人

 　　　グローバリゼーション専攻  40人  80人

２　2016年４月から2018年３月までは以下の入学定員および収容定員とする。

　　　　　　　　　　　　研究科 入学定員 収容定員

 経営学研究科合計 200人 400人

 　　　経営管理専攻 200人 360人

 　　　グローバリゼーション専攻  0人  40人

３　2018年４月からは以下の入学定員および収容定員とする。

入学定員 収容定員



経営学研究科　　　経営管理専攻 200人 400人

４　2026年４月からは以下の入学定員および収容定員の内数とする。

入学定員 収容定員

経営学研究科　　　経営管理専攻

（標準コース：2年で修了）

（長期履修コース：3年以上で修了）

200人

（120人）

（80人）

400人

（240人）

（160人）

備考　括弧内の数字は、標準コース及び長期履修コースに係る履修上の定員の数を内数で示す。

第 ３ 章　修業年限と在学年限

（修業年限）

第 ６ 条　専門職学位課程の修業年限は、標準２年とする。但し、第５条に定める長期履修コースを選択した場

合はこの限りではない。

（最長在籍年限）

第 ７ 条　本大学院の課程を修了するために在籍できる年数は、５年とする。但し、１年次に在籍できる年数は

最長３年とする。

２　入学時又は在学中に、職業や介護等の事情により、標準修業年限を超える一定の期

　間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期履修」という。）を

　志願する旨を申し出たときは、その長期履修を許可することがある。　

３　前2項のほか、長期履修に関し必要な事項は別に定める。

　

第 ４ 章　教育方法等

第１節　履修方法等

（授業及び研究指導）

第 ８ 条　本大学院の専門職学位課程における教育は、遠隔授業、面接授業及び卒業研究の作成等に対する指導

（以下「研究指導」という。）によって行うものとする。

（遠隔授業）

第 ９ 条　遠隔授業とは、インターネット等のメディアを利用し、質疑応答、学修報告の提出及び討論等を行う

授業をいう。

（集中講義）

第１０条　本大学院の授業は、メディアを利用した授業による集中講義とする。

（面接授業）

第１１条　面接授業とは、本大学院の施設又は本大学院の指定する場所において行う講義、演習等による授業を

いう。

２　面接授業の期間、場所、及び実施細目については、その都度公示する。

（授業科目）

第１２条　専門職学位課程には、専攻に応じ、教育上必要な授業科目を開設するものとする。

（研究指導）

第１３条　専門職学位課程においては、卒業研究の作成等に必要な研究指導を行うものとする。

２　研究指導は、本大学院専任教員が行う。

（履修方法）

第１４条　授業科目の名称及び単位数は、ビジネス・ブレークスルー大学大学院履修規程に定める。

２　履修方法については、ビジネス・ブレークスルー大学大学院履修規程に定める。



（単位計算の基準）

第１５条　単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の

基準により単位数を計算するものとする。

（１）講義は、15時間の講義をもって１単位とする。

（２）演習は、30時間の演習をもって１単位とする。

（履修の手続）

第１６条　学生は、その学年度又は学期に履修しようとする授業科目について、指定された期限までに所定の履

修登録手続を行った上履修しなければならない。

（単位の授与）

第１７条　授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。

（研究指導の手続）

第１８条　卒業研究を履修する学生は、研究科で指定する期限までに、研究指導を受けようとする研究指導教員

に卒業研究の題目を届け出なければならない。

第２節　試験及び成績

（試験の方法及び時期）

第１９条　試験は、遠隔教育システムによるオンライン試験とする。ただし、論文又はレポートの提出その他の

方法によることができる。

２　試験は、学期中随時行う。ただし、必要があると認めるときは、その他の時期においても行うことができ

る。

（受験の条件）

第２０条　学生は、所定の履修手続を経て履修した授業科目でなければ受験することができない。

２　学費を納入していない者は、受験することができない。

３　休学又は停学の期間中は、受験することができない。

（成績）

第２１条　成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

第３節　課程の修了要件

（専門職課程の修了要件）

第２２条　専門職学位課程を修了するには、同課程に２年以上在学し、遠隔授業・面接授業による講義の単位を

34単位以上取得しなければならない。ただし、学部・修士一貫プログラムの適用者が２年次編入を行った場合

の在籍期間の条件は１年以上とする。

第４節　学位

（専門職の学位）

第２３条　専門職学位課程を修了した者については、研究科教授会の議を経て専門職の学位を授与する。

（学位の授与）

第２４条　学位の授与に関する事項は、ビジネス・ブレークスルー大学大学院学位規則に定める。

第 ５ 章　入学、休学、退学等

（入学の時期）

第２５条　本大学院の入学の時期は、４月、10月とする。

（専門職学位課程の入学資格）

第２６条　専門職学位課程に入学を志願することのできる者は、入学の時期に次の各号のいずれかに該当する者

とする。

（１）学士の学位を授与され、かつ、就業経験が２年以上ある者



（２）修士の学位を授与され、かつ、就業経験が２年以上ある者

（３）博士の学位を授与され、かつ、就業経験が２年以上ある者

（４）短期大学を卒業し、就業経験が５年以上あり、かつ個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と

同等以上の学力があると本大学院が認めた者

（５）高等専門学校を卒業し、かつ、就業経験が５年以上あり、かつ個別の入学資格審査により、大学を卒

業した者と同等以上の学力があると本大学院が認めた者

（６）外国において学校教育における16年の課程を修了し、かつ、就業経験が２年以上ある者

（７）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れ、22歳に達し、かつ、就業経験が５年以上ある者

（入学の選抜試験）

第２７条　入学を志願する者は、所定の選抜試験を受験しなければならない。

（出願の手続）

第２８条　前条に規定する入学の選抜試験を受験する者は、別に定める入学検定科を添え、所定の期日までに必

要な書類を提出しなければならない。

（入学の手続）

第２９条　入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。

２　前項の規定により手続を完了した者が、入学を辞退しようとする場合は、本大学院の定める期日までに申し

出なければならない。

（休学）

第３０条　病気その他やむを得ない理由で修学することができない者は、その理由を記した書面に記載の上、休

学を願い出て許可を受けなければならない。

２　休学は1学期を単位として、学期途中での休学は認めない。

３　休学期間は、連続２年までとする。ただし、特にやむを得ない場合に限り、連続3年まで認めることがあ

る。

４　休学期間は、通算して３年を超えることはできない。

５　休学期間は、第６条及び第７条に規定する期間に算入するものとする。

６　休学期間中の学費については、徴収しない。

（復学）

第３１条　休学した者は、休学の理由が消滅したときは、本人署名の復学願を提出し、復学することができる。

（退学）

第３２条　病気その他やむを得ない理由で退学しようとする者は、その理由を記した書面に署名捺印の上、学生

証を添えて願い出て許可を受けなければならない。

（再入学）

第３３条　前条の規定により退学した者が再入学を願い出たときは、学年度又は学期の初めに限り、教授会の議

を経て副学長がこれを許可することがある。

（除籍）

第３４条　次の各号の一に該当する者には退学を勧告し、これに応じない者は除籍する。

（１）学業成績不良で成業の見込みがないと認められた者

（２）正当な理由がなく出席常でない者

（３）学費の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

（４）第７条に規定する最長在籍年限を超した者

（５）第30条に規定する休学期間を超えてもなお修学できない者

（編入学）



第３５条　次の各号に該当し、本大学院への編入を願い出た者には欠員のある場合に限り、選考の上、入学を許

可することがある。

（１）本大学の学部・修士一貫教育プログラムを利用し、本大学院履修規程に定める2年次進級要件を満た

す者。

（２）本大学院の定める入学資格を満たす者。

２　編入学を希望する者は、所定の選抜試験を受験しなければならない。

３　学部・修士一貫教育プログラムに関する規程は別に定める。

４　大学院編入学に関する規程は別に定める。

第 ６ 章　学年、学期及び休業日

（学年）

第３６条　本大学院は、入学時期が４月、10月の２度あるため、学年は４月入学者の場合、４月１日に始まり翌

年３月31日に終わり、10月入学者の場合、10月１日に始まり翌年９月30日に終わる。

（学期）

第３７条　本大学院の学年を次の２学期に分ける。

　　春学期　４月１日から９月30日まで

　　秋学期　10月１日から翌年３月31日まで

（休業日）

第３８条　休業日は、次のとおりとする。

（１）土曜日

（２）日曜日

（３）「国民の祝日に関する法律」に定める休日

　　（４）その他、本大学院の定める休日　

第 ７ 章　検定科、学費及び諸会費

（入学検定科）

第３９条　入学を志願する者は、本大学院の定める入学検定科を納付しなければならない。

（学費）

第４０条　在学生の学費は各々の学期の初めにおいて所定の期日までに納入するものとする。学費は入学金、授

業料、システム利用料、実習費としその額は別表Ⅰとする。また、科目等履修生が本科生へ移行した場合の学

費の免除については、別に定める。

（既納学費等の取り扱い）

第４１条　納付された検定科及び学費等は、返還しない。ただし、第29条第2項の規定により、本大学院の定め

る期日までに入学辞退の申し出があった場合に限り、入学金を除く学費等を返還する。

（学費等の変更）

第４２条　在学中の学費その他について変更のあった場合には、新たに定められた学費納付規程に基づいて納め

なければならない。

（学費の延納）

第４３条　正当な事由により学費を延納しなければならなくなったときは、直ちにその旨届け出て、許可を得な

ければならない。

第 ８ 章　他大学院との交流

（他大学院との交流）

第４４条　教育研究上有益であると認めるときは、他大学院との間に委託特別聴講学生の交流及び単位互換の協

定を結ぶことができる。



２　協定校の認定その他協定に関する重要事項については、研究科教授会の議を経なければならない。

３　委託特別聴講学生の交流等に関し必要な事項は、研究科において定める。

（他大学院への委託特別聴講学生）

第４５条　学生が前条の規定により協定校の授業科目を聴講しようとするときは、研究指導教員の承認を得て、

本大学院を通じ当該協定校へ申し出るものとする。

（他大学院からの委託特別聴講学生）

第４６条　協定校から委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲で特定の授業科目につい

て聴講を認めることができる。

（認定単位）

第４７条　学生が協定校において履修した授業科目の単位は、15単位の限度内で課程修了に必要な単位として認

定することができる。

２　学生が本大学院に入学する前に、協定校以外の大学院において履修した授業科目について修得した単位（科

目等履修生として履修した単位を含む）については、教育上有益と認める場合は、本大学院において修得した

ものとして認定することができる。この場合において、単位の認定は15単位を超えない範囲とする。

（聴講科）

第４８条　委託特別聴講学生の聴講科は、協定校間の協議によりこれを定めるものとする。

（外国の協定校への留学）

第４９条　外国の協定校への留学期間は、１年とし、これを延長する必要がある場合は、１年ごとに申請するも

のとする。ただし、留学期間は、原則として２年を超えないものとする。

２　前項に規定する留学期間は、休学としない。

３　学生の認定単位数については、第47条の規定を準用する。

第 ９ 章　科目等履修生

（科目等履修生）

第５０条　本大学院の特定の授業科目につき履修しようとする者があるときは、正規学生の教育研究に支障をき

たさない範囲において副学長がこれを許可するものとする。

２　科目等履修生の入学資格は、ビジネス・ブレークスルー大学大学院科目等履修生規程に定める。

３　履修を願い出る者は、所定の願書に必要事項を記入し出願しなければならない。

４　科目等履修生は、その履修した授業科目につき試験を受けることができる。

５　科目等履修生が、履修科目につき試験を受け合格した場合は、当該授業科目の単位を与えるものとする。

６　科目等履修生について、履修することのできる科目、学費その他必要な事項は、本学則に定めるほか、ビジ

ネス・ブレークスルー大学大学院科目等履修生規程に定める。

７　本科生へ移行した場合の学費の免除については、別に定める。

第１０章　賞罰

（表彰）

第５１条　学力優秀かつ志操堅固な学生は、表彰することがある。

（懲戒）

第５２条　この学則、諸規則及び規程若しくは命令に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、

研究科教授会の議を経て学長が懲戒に処すことができる。

２　前項に規定する懲戒は、ビジネス・ブレークスルー大学学生懲戒規程に定める。

第１１章　教員組織

（教員）



第５３条　本大学院の講義、演習（以下「授業科目」という。）及び研究指導は、本大学院研究科教員資格を有

する教授及び准教授がこれを担当する。ただし、授業科目は、特別の事情があるときは、専任の講師及び兼任

講師がこれを担当することができる。

２　大学院研究科教員の資格については、別に定める。

第１２章　運営組織

第１節　研究科長及び専攻主任

（研究科長）

第５４条　経営学研究科に研究科長および専攻主任を置く。

２　前項に関する事項は、別に定める。

第２節　研究科教授会

（研究科教授会）

第５５条　研究科に研究科教授会を置く。

２　研究科教授会に関する事項は、ビジネス・ブレークスルー大学教授会規程に定める。

第１３章　施設及び設備

（講義室等）

第５６条　本大学院には、その教育研究に必要な講義室、研究室等を備えるものとする。

第１４章　改正手続

（改正手続）

第５７条　この学則の改正は、大学協議会の議を経て、学長がこれを行う。

２　前項に関わらず、改正する事項がビジネス・ブレークスルー大学教授会規程で「教授会の審議事項」に該当

する場合は、大学協議会及び当該組織が設置する教授会の議を経て、学長が決定するものとする。

第１５章　雑則

（施行の細目）

第５８条　この学則に特に定めるものを除くほか、この学則の実施の手続その他実施について必要な細目は、別

に定める。

（守秘義務）

第５９条　本大学院の学生は学生同士の議論を含み大学院の授業を通して知りえた秘密情報に関してその秘密を

守ること。

附則

　　本学則に規定する事項のほかは大学学則を準用する。

附則

（附則）

1．この学則は2005年４月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2005年６月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2006年８月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2007年４月１日から施行する。

（附則）



1．この学則は2007年10月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2008年４月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2008年９月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2009年８月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2010年２月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2010年４月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2011年12月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2012年４月１日から施行する。

（附則）

1．この学則は2013年１月１日から施行する。

（附則）　

1. この学則は2013年10月１日から施行する。　

 (附則）

1. この学則は2014年４月１日から施行する。　

（附則）　

1. この学則は2015年４月１日から施行する。　

（附則）　

1. この学則は2015年10月１日から施行する。　

（附則）

1. この学則は2016年４月１日から施行する。　

（附則）　

1. この学則は2016年10月１日から施行する。　

（附則）　

1. この学則は2017年４月１日から施行する。

（附則）　

1. この学則は2017年10月１日から施行する。　

（附則）　

1. この学則は2018年４月１日から施行する。

2. 経営学研究科グローバリゼーション専攻は、2016年度より募集停止し、2018年3月31日をもって廃止する。　

（附則）　　

1. この学則は2019年２月１日から施行する。　

（附則）

1. この学則は2020年４月１日から施行する。

2. 経営学研究科グローバリゼーションコース・アントレプレナーコースは、2020年度より募集停止し、2020年9

月30日をもって廃止する。　

（附則）　　



1. この学則は2023年12月14日から施行する。　

（附則）

1. この学則は2026年4月1日から施行する。

　

別表Ⅰ入学金、授業料およびシステム利用料

経営管理専攻

学費 　 金額

入学金 　
110,000円（2017年度春学期までに入学した者）

315,000円（2017年度秋学期以降に入学した者）

システム

利用料
　 120,000円（１年間につき）

授業料 一学年目
1,260,000円（2024年度春学期までに入学した者）

1,380,000円（2024年度秋学期以降に入学した者）

　 二学年目
1,260,000円（2024年度春学期までに入学した者）

1,380,000円（2024年度秋学期以降に入学した者）

再履修料 　

84,000円（１単位につき）（2024年度春学期までに再履修した

者)

92,000円（１単位につき）（2024年度秋学期以降に再履修した

者）

グローバリゼーション専攻（2016年度以降募集停止、2018年3月31日専攻廃止）

グローバリゼーションコース（2020年度以降募集停止、2020年9月30日コース制廃止）

学費 　 金額

入学金 　 110,000円

システム

利用料
　 120,000円（１年間につき）

授業料 一学年目 1,260,000円

　 二学年目 1,260,000円

再履修料 　 84,000円（１単位につき）

実習費 　　　　　　　　　　　　　　　　
卒業実習１・２（海外ワークショップ）では、授業料のほかに

それぞれ「実習費」の納入が必要となる。

１ 入学金と授業科及びシステム利用料は、所定の期日までに納入するものとする。

２ 前項に規定する学費等の金額は、改定する場合がある。

３ 前項に規定する学費等の金額の改定が行われた場合は、改定後の金額を適用する。

４ 授業料は一学年目、二学年目それぞれ一回ずつ納入する必要がある。同学年を複数年履修するような場合、

二年目以降は授業料を新たに納入する必要はない。上記費用には教材費、インターネット接続機器、プロバイダ

ー料金および通信費、衛星放送設置工事料金等は含まない。

５ 再履修料は当該科目を履修したが、不合格だった場合、再度履修するときに納入しなければならない。

６　別表Ⅰに規定する学費等の金額は、2015年４月１日より適用する。　



７　別表Ⅰに規定する学費等の金額は、2023年12月14日より適用する。　

　


